
河合町事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年 ４ 月 １ 日 

                 河合町長  岡井 康徳 

河合町規則第 ３ 号 

  河合町事務分掌規則を改正する規則 

 

 河合町事務分掌規則（平成７年６月河合町規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の表を次のように改める。 

企画部 政策調整課  

安心安全推進課  

総務部 総務課 総務管財係、人事係、情報管理係 

財政課   

税務課 課税係、収税係 

福祉部 住民福祉課 住民係、国保年金係 

社会福祉課  

高齢福祉課 高齢福祉係、社会福祉協議会係 

保健スポーツ課 保健センター係、スポーツ振興係 

認定こども園準備室  

住民生活部 住民生活課  

環境衛生課 生活環境係、清掃工場係 

まちづくり推進部 まちづくり推進課 都市計画係、都市整備係 

地域活性課  

上下水道課 業務会計係、工務係 

 第９条中「課長」の次に「、室長」を加える。 

 第１２条第２２号及び第２３号を次のように改め、同条第２４号から第３１号を削

る。 

 （２２） 部内の連絡調整に関すること。 

 （２３） 部内の他の課に属さないこと。 



 同条の次に次の１条を加える。 

 （安心安全推進課の事務分掌） 

第１２条の２ 安心安全推進課の事務分掌は、次のとおりとする。 

 （１） 安心で安全な町づくり施策の総合企画及び調整に関すること。 

 （２） 安心で安全な町づくり推進本部に関すること。 

 （３） 安心で安全な町づくり計画に関すること。 

 （４） 防災に関すること。 

 （５） 防犯に関すること。 

 （６） 地域防災計画に関すること。 

 （７） 国民保護計画に関すること。 

 （８） 公共施設の耐震化の企画及び調整に関すること。 

 （９） 木造住宅の耐震診断に関すること。 

 （１０） 防犯意識の高揚及び自主防犯活動の総合企画及び調整に関すること。 

 （１１） 防災意識の高揚及び自主防犯活動の総合企画及び調整に関すること。 

 （１２） 消防及び水防に関すること。 

 （１３） 交通安全対策に関すること。 

 （１４） 他の部・課に属さない町民の安心と安全に関すること。 

 第１３条総務管財係の項第２０号を次のように改める。 

 （２０） ふるさと納税に関すること。 

第１３条総務管財係の項の次に次の項を加える。 

 人事係 

 （１） 職員の人事、給与及び勤務条件に関すること。 

 （２） 職員の福利及び厚生に関すること。 

 （３） 職員の研修及び教養に関すること。 

 （４） 市町村職員共済組合に関すること。 

 （５） 職員の退職手当に関すること。 

 （６） 職員の公務災害補償に関すること。 

 （７） 特別職報酬等審議会に関すること。 

 （８） 公平委員会に関すること。 

 （９） 職員の安全衛生に関すること。 



 （１０） 行政組織及び職務権限に関すること。 

 第１４条の２を削る。 

第１６条及び第１７条を次のように改める。 

（社会福祉課の事務分掌） 

第１６条 社会福祉課の事務分掌は次のとおりとする。 

（１） 社会福祉及び社会保障に関すること。 

（２） 生活保護に関すること。 

（３） 民生児童委員の及び主任児童委員に関すること。 

（４） 心身障害福祉に関すること。 

（５） 引揚者及び遺族援護法に関すること。 

（６） 戦傷者援護に関すること。 

（７） 軍人恩給に関すること。 

（８） 遺族年金及び弔慰金に関すること。 

（９） 特別弔慰金及び給付に関すること。 

（１０） 保護観察に関すること。 

（１１） 行旅病人及び死亡人に関すること。 

（１２） 児童福祉に関すること。 

（１３） 学童保育に関すること。 

（１４） 母子福祉に関すること。 

（１５） 子育て対策に関すること。 

（１６） 保育所の運営に関すること。 

（１７） 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 

（１８） 幼保一元化に関すること 

（１９） その他社会福祉、障害福祉及び児童福祉に関すること。 

（２０） 部内の連絡調整に関すること。 

（２１） 部内の他の課に属さないこと 

（高齢福祉課の事務分掌） 

第１７条 高齢福祉課の事務分掌は次のとおりとする。 

 高齢福祉係 

（１） 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 



（２） 介護保険の要介護認定及び要支援認定に関すること。 

（３） 介護保険給付に関すること。 

（４） 介護保険料の賦課に関すること。 

（５） 保健福祉事業に関すること。 

（６） 介護保険事業計画の策定に関すること。 

（７） 高齢福祉に関すること。 

（８） 老人憩いの家の管理運営に関すること。 

（９） 保健福祉のワンストップ計画に関すること。 

（１０） その他介護保険及び高齢福祉に関すること。 

（１１） 地域包括支援センターに関すること。 

（１２） シルバー人材センターの事務に関すること。 

（１３） 課内の他の係に属さないこと。 

社会福祉協議会係 

（１） 総合福祉会館の管理運営に関すること。 

（２） 老人クラブに関すること。 

（３） 福祉団体との連絡、調整及び運営に関すること。 

（４） 社会福祉協議会の事務に関すること。 

 第１７条の２の次に次の１条を加える。 

 （認定こども園準備室） 

第１７条の３ 認定こども園準備室の事務分掌は、次のとおりとする。 

 （１） 認定こども園の建設に関すること。 

 （２） 認定こども園の設立等に関すること。 

 第１９条生活環境係の項第１１号を次のように改める。 

 （１１） 山辺・県北西部広域環境衛生組合に関すること。 

 第２０条都市計画係の項第１７号の次に次の１号を加える。 

 （１８） 課内の他の係に属さないこと。 

第２０条都市計画係の項の次に次の１項を加える。 

都市整備係 

（１） 道路橋梁及び河川その他土木建設に関すること。 

（２） 道路、橋梁、河川の管理に関すること。 



（３） 町の公共、公益施設の建設工事及び関係課との連絡調整に関すること。 

（４） その他農業土木、治山事業の建設工事及び関係課との連絡調整に関するこ

と。 

（５） 災害復旧に関すること。 

（６） 道路占用及び掘削願に関すること。 

（７） 町道の認定に関すること。 

（８） 土地改良事業に関すること。 

（９） 水防施設の管理に関すること。 

（１０） 境界明示に関すること。 

第２０条の２を削る。 

別表（第３条、第２５条関係）保育所の項及び障害福祉センターの項主管課の欄中

「福祉政策課」を「社会福祉課」に改め、老人福祉センターの項主管課の欄中「福祉

政策課」を「高齢福祉課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


